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【支援事業にかかる重要なお知らせ】 
「支援事業」の実施要綱改正について 

 
 

 中国情報通信懇談会は今年で設立３０周年を迎えることとなりました。これもひとえに会員皆様方

の御支援と御協力の賜物と深く感謝いたしております。 

このような時機にあたり「地域情報化推進団体」としての役割を発揮し、ＩＣＴの利活用による「地

方創生」に向けた意義ある活動を展開していくため、懇談会事業全体を発展的に見直すこととなりま

した。 

  

 支援事業につきましても【別紙】のとおり実施要綱を改正することとなり、３月２５日に開催され

た平成２６年度第２回運営委員会で了承されました。正式には、６月１日の総会の決定を受け改正と

なりますが、先の運営委員会の了承を受け、平成２７年度の支援事業につきましては、改正する実施

要綱に基づき実施させて頂きたいと存じますので、御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 

 なお、要綱の主な変更点は次のとおりです。 

 

1 申請期間 

 （従 来） 行事実施日の３週間前まで 

  (新規程)  毎年５月１日～５月３１日の間  

※ 従来より、５月に一括して募集しておりましたが、運用実態にあわせて見直し 

を行うものです。 

※ 平成２７年度の募集は別途ご案内いたします。 

申請漏れの無いようご注意ください。 

 

２ 支援金額の決定 

 （従 来） その都度、運営委員会の承認を得て決定 

  (新規程)  募集締め切り後に一括審議を行い、予算内で配算 

※ 従来より、１事業１０万円以内で、かつ、予算内で配算しておりましたが、運 

用実態にあわせて見直しを行うものです。 

※ 予算を超えた場合は、事務局で審査を行い査定いたします。 

 

以上 

 
 
 

問い合わせ・連絡先 

 中国情報通信懇談会事務局 

 (支援事業担当) TEL 082-222-3471 

    Mail: jimukyoku@cic-infonet.jp 

mailto:jimukyoku@cic-infonet.jp
http://www.cic-infonet.jp/
mailto:jimukyoku@cic-infonet.jp?subject=%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AE%E5%85%AC%E5%8B%9F%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6


                                   【別 紙】 

   

支援事業実施要綱改正（案） 
 

支援事業実施要綱改正を以下のとおり改正することとしたい。 

 

１ 支援事業費については、会費収入の１５％を上限とすることを追加する。 
２ 支援金額については、１５万円以内から１事業１０万円以内へ変更する。 
３ 申請及び報告の表記を修正する。 
４ 決裁手続を削除し、審査及び確定手続として整理する。 

(1) 事務局の審査項目を表記する。 
(2) 照会先を運営委員から運営委員長に変更し、運営委員長の承認をもって確定とする。 

５ 申請期間を追加する。 
６ 新旧対照表は以下のとおり。 

 

支援事業実施要綱（新旧対照表） 
新 旧 

４ 支援金額 
支援事業費は当該年度の会費収入の 

１５％を上限とし、１事業への支援金

額は１０万円以内とする。 
 
５ 申込及び報告手続き 
（１）支援を希望する会員は、計画している

企画内容を実施計画書(別紙参照)で事

務局に提出する。 
（２）支援を受けた会員は、行事終了後、実

施報告書を事務局に提出する。 
 
 
 
 
６ 審査及び確定手続 
（１）事務局は、実施する行事の目的・実施

主体の属性・公開性、並びに懇談会の目的

や各年度の事業との親和性等を勘案して審

査を行う。 
（２）事務局は審査修了後、運営委員長に支

出の妥当性について照会を行う。 
（３）運営委員長の承認をもって支出を確定

する。 
 

４ 支援金額 
原則として１５万円以内。 

 
 
 
５ 申込手続き 
（１）会員等が計画している企画内容を実施

計画書(別紙参照)で事務局に提出。 
（２）事務局から運営委員に支出の妥当性に

ついて意見照会。 
（３）計画承認。 
（４）行事終了後、実施報告書を事務局に提

出。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（削除） 
 
 
８ 受付期間 
  原則として受付期間は５月１日から５

月３１日までとし、受付期限前までに実

施する場合は行事実施日の３週間前ま

でとする。 
 
 
付則 
 この要綱は、平成１６年３月１９日から改正

施行する。 
 この要綱は、平成２０年５月１４日から改正

施行する。 
 この要綱は、平成２７年６月１日から改正施

行する。なお、受付期間については平成２７年

５月１日からとする。 

 

 
６ 決裁手続き 
メールで各運営委員に照会。 

 
８ 受付期限 
原則として行事実施日の３週間前まで。 

 
 
 
 
 
付則 
 この要綱は、平成１６年３月１９日から改正

施行する。 
 この要綱は、平成２０年５月１４日から改正

施行する。 
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